
総括畜産コンサルタント 塩 原 広 之

養豚経営の早期改善に向けて
―経営分析のポイントと経営評価―（２）

経営判断に必要な分析数値

養豚一貫経営の収益性は、①種雌豚１頭当

たり販売枝肉重量、②枝肉販売金額、③種雌

豚１頭当たり費用の相互の関係に依存しま

す。

養豚経営が収益性を高めるために必要な要

素には、以下のものが挙げられます。販売物

である肥育豚１頭の経済的価値は肉用牛のよ

うに高くないため、個体の生産成績や販売成

績だけでなく一定期間の豚群の成績に重きを

おき、評価する視点が重要です。

１）種雌豚の分娩間隔を短くするための飼養

管理技術や飼養環境を備え、かつ種雌豚

１頭が生産する子豚の数を多くするため

の技術を追求すること

２）哺乳中や肥育途中での損耗を最小にする

飼養環境や衛生環境を整えること

３）肥育豚の正常な発育に必要な飼料量を最

小にするための飼養環境を整えるととも

に、こぼし等の無駄を極力排除すること

４）短期間で望む枝肉重量が得られる体重に

達するとともに、そのばらつきを小さく

する飼養管理技術を習得すること

５）労働生産性を最大にするために、施設や

飼養管理システムの合理化・効率化を図

るとともに、減価償却費の圧縮を図るこ

と

６）有利な取引条件で肉豚を販売すること

７）飼料仕入れ価格の低減、投資金額の抑
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制、無駄の排除、資金調達コストの低減

等により、可能な限り必要な費用を低減

すること

この中で１）、２）、６）が販売収入の増加

に関連する項目、３）、４）、５）、７）が費

用の削減に関連する項目です。日本の養豚産

業の技術レベルは高く、そのレベルをさらに

引き上げることにはかなりの困難が伴うもの

と考えられますが、収益性の低下が著しい最

近の状況下では、生産性の一層の向上、生産

コストのさらなる低減が求められています。

（１）販売収入の増加

養豚一貫経営において収入の増加を図るた

めには、前述のように販売枝肉重量を最大に

するための技術的な改善、つまり肉豚出荷頭

数の増加と枝肉重量の増加を図る必要があり

ます。そのためには、繁殖成績の向上と肥育

豚事故率の低下および肥育・出荷技術の向上

が求められます。

販売枝肉重量に影響する要素とその関係を

（図１）に示します。

①種雌豚１頭当たり年間分娩回数（分娩回転

数）

経営の繁殖成績の基本的な指標として重要

です。種雌豚１頭が１年間に何回分娩したか

を表します。分娩腹数を種雌豚飼養頭数で除

して求めます。種雌豚の更新率により若干の

影響を受けます。

種雌豚の繁殖サイクルは、豚の妊娠期間

（種付け日を０日として平均１１４日）＋授乳

期間（一般的には３週間から４週間）＋離乳

後に発情が起こる（発情再帰）までの期間（母

豚側に問題がなければ一般的には５～７日程

度）＋（妊娠に至るまでの種付けの回数×平

均２１日（発情周期））です。前２者は、豚の

生理的特性あるいは経済的効率から、農場に

よりほぼ一定した日数ですから、発情再帰ま

での日数をいかに短くするか、妊娠に至るま

（図１）
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での種付け回数（授精回数）をいかに減らす

かが、この指標値を決めます。

離乳後最初の発情での交配で妊娠に至ると

すると、理論的には１頭の種雌豚は１年間に

２．５回程度の分娩が可能となります。これら

には、妊娠中や授乳中の豚の栄養、分娩後の

子宮の回復、発情を早期に誘起する飼養環境

の変化や性的刺激、発情を発見し適期に確実

に種付けを行う飼養管理技術など、多くの要

因が関わっています。

②１腹当たり哺乳開始子豚頭数

飼養されている種雌豚群の繁殖性を示す指

標です。一定期間（多くは１年間）の哺乳開

始子豚頭数を分娩腹数で除して求めます。豚

の乳頭は平均７対１４個であり、また乳頭の位

置によって泌乳量が違うので、哺乳開始子豚

数が多い場合には、分娩日が近い他の母豚へ

里子に出すことが一般的に行われます。

子豚は生理的に未熟な状態で生まれるた

め、無看護分娩が一般的となっている現在の

飼養管理においては、正常に生まれたとして

も管理者が頭数を確認する時点で死亡してい

る場合もあり、これらも死産数としてカウン

トされるのが一般的です。死産の原因には、

母豚側の問題、分娩舎内の微小気候や分娩柵

の構造など多くの項目が挙げられます。哺乳

開始頭数は分娩された子豚頭数からこれらの

豚を除いたものです。

③離乳時子豚育成率

一定期間に離乳された子豚頭数の哺乳開始

子豚頭数に対する割合であり、離乳子豚頭数

を哺乳開始子豚数で除して求めます。群の繁

殖性を示す数値であるとともに、分娩設備の

構造や保温設備の有無などが影響することに

も留意します。

離乳時子豚育成率は、例えば１腹当たり離

乳子豚頭数が同じ場合は、哺乳開始子豚数の

多いほうが値が低くなることから、１腹の成

績を評価する場合は、値の高低だけではなく

離乳された子豚の頭数の多少も併せて考える

べきです。

④肥育豚事故率

農場の生産性を示すとともに衛生状況を反

映する指標です。一定期間に肥育途中で死

亡、淘汰した肥育豚の数を離乳子豚頭数で除

して求めます。

肥育豚の事故率に関わる原因のうち、最も

多いのは疾病によるものです。豚は生産性に

影響を及ぼす疾病を引き起こす細菌やウイル

スを体内に保有していることがほとんどで

す。これらは、飼養環境の変化などのさまざ

まな要因によって発症し、肥育途中で死亡や

発育の遅延を起こし、経済的に大きな打撃を

与えます。

⑤種雌豚１頭当たり年間肉豚出荷頭数

経営の生産性を示す指標として最も一般的

に使用されます。種雌豚１頭が１年間に何頭

の肉豚を出荷したかを表します。肉豚出荷頭

数を種雌豚飼養頭数で除して求めます。

この値は、繁殖成績、肥育成績および豚群

の衛生管理状況を併せて示す指標として重要

です。生後３週齢から４週齢で離乳された子

豚は、生後６ヵ月前後で肉豚として出荷され

るまでの間に、いわゆる生産病として知られ
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る慢性疾病や急性疾病、事故等により死亡あ

るいは発育の遅れ（ヒネ）等が生じ、肉用と

して正常な出荷が行われない豚がしばしば発

生します。肥育豚事故率は離乳子豚頭数に対

するこれらの豚の割合です。

⑥種雌豚１頭当たりおよび肉豚１頭当たり販

売枝肉重量

肥育成績、出荷技術を評価する指標として

重要です。販売した肉豚の平均枝肉重量を表

します。一定期間の販売枝肉重量を種雌豚平

均飼養頭数あるいは肉豚出荷頭数で除して求

めます。

出荷時体重の大小は、肥育開始時から出荷

時までの間の増体重の大きさや日数などの肥

育・出荷技術の良否とともに、豚舎の収容能

力や豚房の床の形式、夏季の繁殖技術、出荷

先の要求、経済的な理由等多くの経営要因が

複雑に絡み合っています。

⑦枝肉１㎏当たり販売金額

販売した豚枝肉の価値を評価する指標で

す。一定期間の枝肉販売収入を販売枝肉重量

で除して求めます。

豚肉の販売金額の形成には、豚肉の需給状

況が大きく関わっています。国

内生産量の増減、それと密接な

関わりのある豚肉輸入量の変

動、豚肉消費量や他の食肉との

相対的な関係など多数の要因が

挙げられます。一方、個別の経

営にとっては、国内生産量の季

節的変動による枝肉販売金額の

動きとそれに対応した生産技術

が非常に重要です。夏季の繁殖性低下によっ

て、肥育豚生産頭数、肥育豚事故率や発育、

出荷体重などに影響して出荷頭数に季節的な

変動が生じ、それが販売金額に大きな影響を

与えます。

次に重要なのが枝肉の品質です。枝肉の品

質は、基本的には一般社団法人日本食肉格付

協会の実施する豚枝肉格付基準によって、枝

肉重量、背脂肪の厚さによる区分に加え、肉

量、肉質に関連する要素をもとに格付けされ

ます。格付けが行われない取引においても、

この格付基準を参考としている場合が多く、

また、格付けが行われている卸売市場等の格

付けごとの枝肉１㎏当たり販売金額を基準に

値付けがされている場合がほとんどです。

一般に同じ品質評価であれば、枝肉重量に

よって取引価格に大きな差はないので、肉豚

１頭当たり販売金額を最大にするためには、

評価を低下させない範囲で枝肉重量を大きく

することが収益性の改善には効果的です。

枝肉１㎏当たり販売金額に影響する要素と

その関係を（図２）に示します。

また、生産性と併せて評価する場合には、

（図２）
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種雌豚１頭当たり枝肉販売金額、肉豚１頭当

たり枝肉販売金額を用います。枝肉販売金額

を種雌豚飼養頭数あるいは肉豚出荷頭数で除

して求めます。前者は種雌豚の繁殖技術と肥

育・出荷技術を枝肉販売金額と併せて評価

し、後者は肥育・出荷技術を枝肉販売金額と

併せて評価します。

（２）経費の削減

養豚経営に要する費用の評価において最も

重要視されるのは、飼料費と診療医薬品費で

あり、いずれも経営の特徴をよく表す指標と

言えます。また、経営の大規模化が進む中

で、労働費や減価償却費の占める割合が高く

なっており、いわゆる「固定費」の低減に取

り組む必要性が増しています。コスト低減余

地は確実に少なくなっており、無駄の排除を

中心に据えた精密な経営管理が求められてい

ます。

①肥育豚飼料要求率

一定期間に豚が離乳から（子豚育成用飼料

に切り替える生後２か月令以降の場合もあ

る）出荷までの間の１㎏の増体重を得るのに

必要な飼料の量を示します。１㎏当たりの増

体重をいかに少ない飼料で得たかを評価しま

す。肉豚の出荷までに要した量を肥育豚の増

体重で除して求めます。増体重が正確にわか

らない場合は、一般的に知られている枝肉重

量を出荷体重で除した割合（枝肉歩留り）を

用いて計算した重量を出荷体重とみなして求

めることもやむを得ないでしょう。

肥育豚飼料要求率には、非常に多くの要素

が影響を及ぼします。豚の遺伝的な能力、品

種、飼育密度や豚舎構造、飼料の原料や質、

飼料給与方法（不断給餌のほか制限給餌など

の方法があります）、疾病および衛生環境な

どです。また、農場全体の飼料の利用効率を

評価する指標として、一定期間に農場で使用

したすべての飼料の量を用いて肥育豚１㎏の

増体に必要な量を表す農場飼料要求率も用い

られます。

②種雌豚１頭当たり飼料費

飼料費は生産原価の半分以上を占めていま

す。飼料費を低減させることは経営にとって

最大の関心事であり、重要な課題です。飼料

の購入単価を低減することはもちろんです

が、生産技術上の問題が飼料の利用効率に影

響し、結果として飼料費を増加させることか

ら、それらの改善を図ることも非常に重要で

す。飼料の利用効率を低下させる飼養環境や

疾病、豚の能力、飼料のこぼしなどの物理的

ロスなど、チェックすべき項目は多くありま

す。

飼料費は、一般的には一定期間の種雌豚１

頭当たりの金額に着目しますが、それととも

に、肉豚１頭当たり金額も併せて検討する必

要があります。飼料費は種豚に給与される飼

料の購入費用と肉豚の育成・肥育に必要な飼

料の購入費用を併せたものですから、生産性

の向上に伴って種雌豚１頭当たり肉豚出荷頭

数が増加すれば、種雌豚１頭当たり飼料費は

増加し、肉豚１頭当たり飼料費は低下しま

す。

③種雌豚１頭当たり診療医薬品費

診療医薬品費は、一定期間の種豚や肥育豚
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農場HACCP様式集
　家畜伝染病の予防と畜産物の安全の確保は、畜産物の生産を行う上で極めて重要な課
題です。
　中央畜産会では、農場HACCPに取り組む関係者の養成を図るため、農場での構築指
導を担う農場指導員を養成する農場指導員養成研修及び審査員養成研修を実施し、これ
までそれぞれ2,435名、716名が受講しています。また、平成30年７月には200を超える
農場が農場HACCPの認証を取得しています。そして、これらの認証取得支援及び認証審
査を通じて多くのノウハウが蓄積されてきました。
　このノウハウを基に、今後農場HACCPの認証を目指す畜産農家の円滑な構築活動の一
助とするため、農場HACCPの文書・記録に関する様式集を刊行しました。
　農場HACCPの構築は、文書等の形式を整えることで完結するものではありません。構
築した文書を基に、CCPのモニタリング記録をはじめとした畜産物の安全性を高める活動
と検証を通じて、最終的には生産性の向上にも繋がるシステムを作り上げることが目標と
なります。
　本書は、これから農場HACCPの構築を目指す畜産農場等関係者の皆様の参考としてご
活用いただける１冊です。

図書のご案内

A4判152ページ

に接種する予防液等の薬剤費、獣医師の診

察・治療や書類作成に要する費用、農場全体

の衛生管理に必要な費用を併せたものです。

一般的には種雌豚１頭当たりの金額に着目し

ますが、それとともに、肉豚１頭当たり金額

も併せて検討する必要があります。生産性の

向上に伴って種雌豚１頭当たり肉豚出荷頭数

が増加すれば、診療医薬品費は増加します。

診療医薬品費を低減させるためには、肉豚１

頭当たり診療医薬品費を下げる必要がありま

す。しかし、さまざまな疾病が蔓延している

豚群への衛生対策のために診療医薬品費が増

加している経営が多く見られます。

④種雌豚１頭当たりふん尿処理費用

養豚経営のふん尿処理に要する費用は、他

の畜種に比べて特に大きく、中でも汚水の浄

化処理には大規模な設備が必要で、費用は経

営の圧迫要因となりえます。しかし、ふんの

堆肥化、汚水の浄化・放流ともに、適切な処

理ができなければ経営の隘路になってしまう

ことは確実であり、設置費用や運転・維持費

用の多寡ももちろん重要な経営要素ですが、

それとともに確実に処理ができるかどうかに

ついて評価する必要があります。

⑤種雌豚１頭当たりその他の費用

労働費の占める割合が高くなっており、こ

れを低減させることが課題となっている経営

がありますが、労働生産性は経営の置かれた

様々な要因によって影響を受けることから、

単に金額の多寡だけでなく、生産性を最大に

するための最小の労働費を考える必要があり

ます。減価償却費やその他の費用についても

同様で、それぞれの費用間の関係を念頭に置

いて、支援を進める必要があります。

―つづく―

（筆者：総括畜産コンサルタント）
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行政の窓行政の窓

食品残さ利用飼料（エコフィード）
の安全確保に向けて

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課

はじめに

食品残さ利用飼料（エコフィード）とは食

品の製造過程で得られる副産物（米ぬか、酒

かすやパンくずなど）、売れ残りの食品（コ

ンビニのお弁当やパンなど）、調理残さ（野

菜のカットくずなど）または圃場残さ（規格

外野菜など）を利用して製造された家畜の飼

料のことです。飼料生産コストの低減や生産

物のブランド化、食品廃棄物処理費の削減の

ように、畜産業界・食品産業界の双方にとっ

てメリットをもたらすことが期待され、年々

その利用が拡大しています。

一方で、エコフィードはその原料や調達

先、加工処理の過程などが多岐にわたること

から、それを摂取する家畜に対する危害要因

（表１）や摂取した家畜から生産される畜産

物を介した人の健康への危害要因を把握しづ

らいという固有の問題があります。したがっ

て、エコフィードの特性を理解し、飼料とし

ての安全管理を徹底することが非常に重要で

あると言えます。

また、平成３０年８月以降アジア地域におい

てASF（アフリカ豚熱）の発生が拡大して

エコフィードの原料である食品残さは、食品の製造、流通および消費の際に生じるもので
あり、その特性に応じさまざまな危害要因が考えられる。具体的には以下のものが挙げら
れ、飼料化に当たっては、分別管理の徹底、適切な加熱処理等が重要である。

・ウイルスや細菌等（CSF（豚熱）、ASF、口蹄疫、サルモネラなど）の病原微生物による汚染
・洗剤や殺虫剤、医薬品等の化学物質、かび毒＊および重金属の混入
・包装容器、箸、爪楊枝、調理器具の破片等の異物の混入
・反すう動物用飼料への動物性たん白質の混入など、飼料安全法上使用が禁止されている物質の混入
・腐敗、変敗などによる有害な物質の発生
＊かび毒は、かびが産生する化学物質で、人や家畜の健康に悪影響を及ぼすもののこと。
例：アフラトキシン

（表１） 危害要因
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おり、海外では本病ウイルスに汚染された肉

類を介して本病が伝播する事例が確認されて

いることから、家畜疾病の発生予防・まん延

防止の観点からエコフィードの安全確保対策

を一層徹底することが求められています。

飼料の安全については、「飼料の安全性の

確保及び品質の改善に関する法律」（昭和２８

年法律第３５号。以下「飼料安全法」という。）

に基づき、さまざまなリスク管理措置が実施

されています。エコフィードについてもその

規制の対象となっていますが、農林水産省で

はエコフィードに特化した安全管理のための

指針（「食品残さ等利用飼料の安全性確保の

ためのガイドライン」（平成１８年８月３０日付

１８消安第６０７４号農林水産省消費・安全局長通

知。以下「エコフィードガイドライン」とい

う。）（表２）により、飼料の安全を確保する

ための具体的な対応等を定め、その安全管理

近年、食品の安全確保に関する考え方は、従来の最終製品の検査を主とする手法から、
GMP（Good Manufacturing Practice（適正製造規範）：原料から最終製品までの全工程
において実施する基本的な安全管理）やHACCP（原材料の受入れから最終製品までの各
工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入などの危害要因を分析（HA:Hazard Analy-
sis）した上で、危害の防止につながる特に重要な工程（CCP:Critical Control Point）を
継続的に監視・記録する工程管理システム）等による工程管理へと、また、生産から消費
までの全段階で、関係者それぞれで安全管理を徹底していこうという考え方へとシフトし
ている。
別の言い方をすれば、どんなに安全な原料を使用しても製造や輸送段階での管理が不十

分であれば最終製品の安全は確保されず、また逆に、製造段階で厳格な管理を行っていて
も、原料段階の安全管理が不十分であれば、最終製品の安全は確保されないということで
ある。
エコフィードの安全確保のためには、食品製造業（原料供給者）、運搬業者、加工業者

（飼料化業者・配合飼料メーカー）、利用者（畜産農家）等の各段階が、密接に連携し、
安全を確保する体制を構築することが重要である。
エコフィード特有のリスクを低減させるためには、原料段階で管理を徹底することが不

可欠であることから、エコフィードガイドラインでは、特に①原料収集時の分別の徹底、
②原料排出元の責任の明確化、③原料排出元との契約、④原料排出元の確認等の規定を設
けている。なお、分別管理の徹底は、原料収集段階に限らず、原料の運搬保管段階、製造
段階、製品の流通段階全てにおいて重要であることは言うまでもない。

（表２） エコフィードガイドラインの基本的な考え方
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を徹底してきたところです。しかしながら、

近年の家畜疾病をめぐる情勢の変化を踏ま

え、現在、飼料安全法に基づく規制の強化に

ついて、検討を進めているところです。

本稿では、近年の家畜疾病をめぐる情勢お

よび現在検討を進めているエコフィードにか

かる規制見直しを含めたエコフィードの安全

確保対策について概説しますので、エコ

フィードの原料となる食品残さ等の排出元や

エコフィード製造業者（食品残さを収集・加

工し、自らが飼養する家畜に給与する畜産農

家を含む。）等関係者の皆さまにおかれては、

飼料安全法およびエコフィードガイドライン

のさらなる理解のためにご活用いただき、エ

コフィードの利用を継続するために引き続き

安全確保に取り組んでください。

エコフィードにかかる
規制見直しについて

（１）検討の背景

ASF は、平成３０年８月に中国において発

生が確認されて以降、近隣諸国で急速に拡大

している（図１）が、海外では、本病ウイル

スに汚染された肉類を介して本病が伝播する

事例が数多く確認されています。このような

中、多くの国では食品残さを飼料に利用する

ことが禁止され、また、令和元年７月に東京

で開催されたOIE アジア地域ASF専門家会

合においても、食品残さの飼料利用に際して

（図１） アジアにおけるASFの発生状況
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は適切な規制・管理が重要であるとの認識が

共有されました（図２）。また、わが国にお

いても海外から持ち込まれた肉製品から本病

の生きたウイルスが分離されるなど本病の侵

入リスクが極めて高い状況にあります。

こうした状況から、わが国においてもエコ

フィードの安全確保対策を一層強化・徹底す

ることが求められており、飼料安全法関連規

則の改正を検討することとなりました。

（２）見直しの方向性

わが国では、これまで食品残さの飼料利用

に当たっては、飼養衛生管理基準（家畜伝染

病予防法施行規則別表第２。家畜の飼養者が

遵守すべき最低限の衛生管理等の基準を定め

たもの）およびエコフィードガイドラインに

基づく安全確保対策が求められており、家畜

疾病対策の観点では食品残さ中に生肉等が含

まれる可能性がある場合には、中心温度７０℃

（図２） 第２回OIE/FAOアジア地域アフリカ豚コレラ専門委員会の概要

2020.3.20 No.364 畜産会経営情報 Japan Livestock lndustry Association

１０



以上、３０分以上等の加熱処理を行うこととさ

れていました。このわが国の加熱処理条件

（７０℃以上、３０分以上等）は、国際基準（＊１）

において、肉中のウイルス不活化処理方法と

して規制された方法と同様のものです。

一方、この国際基準においては、調理残

さ・残飯（swill）の加熱処理条件（撹拌し

ながら９０℃以上、６０分以上の加熱処理等）が

別途規定されています。

こうした状況を踏まえ、わが国において

も、肉を扱う事業所から排出される食品残さ

を原料とする飼料を、加熱が必要なエコ

フィードとして位置づけ、加熱処理条件を国

際基準に整合させるとともに、再汚染防止等

の対策を強化するよう関連規則（＊２）を改正す

る見直しを検討してきたところです。この改

正により大きく変更となる点は、①生肉に限

らず、食品として加熱された肉加工品も含め

「肉」とし、「肉」と接触した可能性がある

ものについては加熱処理の対象となること、

②加熱の温度および時間の条件が引き上げら

れることです。

家畜伝染病予防法施行規則（飼養衛生管理

基準）については、食料・農業・農村政策審

議会家畜衛生部会における審議等（＊３）を経

て、令和２年３月９日付けで、改正された新

たな基準が公布されています（＊４）。また、飼

料安全法に基づく飼料及び飼料添加物の成分

規格等に関する省令（以下「成分規格等省令」

という。）の改正については、農業資材審議

会飼料分科会において審議（＊５）が行われ、現

在は、関係者との意見交換や実態調査などを

行いながら、運用の詳細について検討を進め

ています（＊６）。今後、パブリックコメント等

を経て、改正省令を公布する予定です。

なお、改正された飼養衛生管理基準および

成分規格等省令に基づくエコフィードの加熱

処理に係る規定は、いずれも令和３年４月に

施行予定です。

＊１ OIE（国際獣疫事務局）が策定したコー

ド（陸生動物衛生規約）に規定された

基準

https://www.oie.int/index.php?id＝

１６９＆L＝０＆htmfile=chapitre_asf.

htm

＊２ 家畜伝染病予防法施行規則（飼養衛生

管理基準）及び飼料安全法に基づく飼

料及び飼料添加物の成分規格等に関す

る省令

＊３ 食料・農業・農村政策審議会家畜衛生

部会における審議の状況

https://www.maff.go. jp/ j/council/

seisaku/eisei/

＊４ 改正後の飼養衛生管理基準について

https://www.maff.go. jp/ j / syouan/

douei/katiku_yobo/k_shiyou/

＊５ 農業資材審議会飼料分科会における審

議の状況

https://www.maff.go. jp/ j/council/

sizai/siryou/

＊６ 令和元年度「エコフィード全国セミ

ナー（CSF・ASF 対策）」

https://www.maff.go.jp/j/chikusan/

sinko/lin/l_siryo/ecofeed.html
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（３）規制見直しにより、特に分別管理が重

要となる食品残さ

上述の規制見直しを行った場合に、加熱処

理等が必要となるもの等を図４に示しまし

た。

肉を扱う事業所から排出される食品残さを

原料・材料とする場合、原則としてエコ

フィードの製造段階で加熱処理が必要となり

ます。ただし、肉を扱う事業所から排出され

る食品残さのうち、食品の製造段階から残さ

の収集・輸送の段階を通じて分別管理され、

加熱処理が必要なものと交差していないこと

が確認できるものに限っては、加熱処理が不

要とすることとしています。そのため、加熱

処理を行わないエコフィード製造事業場で処

理されるものは、特に食品製造段階、食品残

さ収集・輸送段階での分別管理が重要となり

ます。

（４）その他

飼料は、飼料安全法に基づき、サンプル分

（図３） 食品残さの飼料利用に係る規制見直しの概要
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析による品質管理、原料の受入や製品の製

造・出荷に関する記録の保管、販売を目的と

する製造業者にあっては飼料製造業者の届出

が必要になり、これら規制はエコフィード取

扱事業者についても例外ではありません。ま

た、自家配合農家（飼料を反復継続して製造

しているが、販売を目的としない者）は、飼

料安全法に基づく飼料製造業者の届出は不要

ですが、飼料製造業者として、飼料安全法に

基づく規定を遵守しなければならないことに

ご留意ください。

なお、エコフィードガイド

ラインおよびその解説、なら

びにエコフィードガイドライ

ンに関するQ&Aは、農林水

産省のウェブサイトから閲覧可能です。

https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/

lin/l_siryo/ecofeed.html

おわりに

エコフィードの利用は、畜産経営の安定的

発展、食料自給率の向上（飼料自給率の向上

はすなわち食料自給率の向上につながる）や、

「MOTTAINAI（もったいない）」精神の実

践といった社会的に意義のある取り組みであ

り、飼料安全法等に則って家畜や人への安全

をしっかり担保した上で利用が継続されるこ

とを期待します。

（筆者：農林水産省消費・安全局
畜水産安全管理課 課長補佐 吉戸 紀子）

――――――――――――――――――――
問い合わせ先：
●飼料安全法、エコフィードガイドライン
全般、飼料の安全確保に関する制度、エ
コフィードの規制見直しについて

農林水産省 消費・安全局
畜水産安全管理課
飼料検査指導班、粗飼料対策班
TEL：０３－３５０２－８１１１（内線４５３７）

（図４） 規制見直し後の飼料原料、飼料の流れ
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畜産統計情報

農業経営統計調査 報告③
「平成３０年度肥育豚生産費」を公表

農林水産省大臣官房統計部

農林水産省大臣官房統計部は１２月６日、平成３０年度牛乳生産費、肉用牛生産費、肥

育豚生産費を公表しました。今回は、肥育豚生産費について報告します。

調査の目的

農業経営統計調査の肥育豚生産費統計は、

肥育豚の生産コストを明らかにし、豚肉の安

定価格の算定、経営改善対策の資料等を整備

することを目的としている。

１．調査の対象

本調査は、２０１５年農林業センサスにもとづ

く農業経営体のうち、世帯による農業経営を

行い、養豚一貫経営（※）で肥育豚を年間２０

頭以上販売した経営体（個別経営）を対象に

実施。なお、「経営体（個別経営）」とは、２０１５

年農林業センサスにおける農業経営体のうち

世帯による農業経営を行う経営体のことであ

る。

（※）養豚一貫経営とは、肥育用もと豚に占

める自家生産子豚の割合が７割以上の経営。

２．調査事項

肥育豚の生産活動を維持・継続するために

投入した費目別の費用、労働時間等

３．調査方法

調査は、調査票（現金出納帳・作業日誌及

び経営台帳）を調査対象経営体に配布し、こ

れに日々の生産資材の購入、生産物の販売、

労働時間、財産の状況等を調査対象経営体が

記帳する自計調査の方法を基本とし、職員又

は統計調査員による調査対象経営体に対する

面接調査の併用によって行った。

４．調査対象経営体数

１７３経営体（うち、集計経営体数：１６１経営

体）

注：調査対象経営体のうち、調査期間中に調

査不能となった調査対象経営体を除いた調査

対象経営体を集計経営体としている。

５．調査結果

平成３０年度の肥育豚１頭当たり資本利子・

地代全額算入生産費（以下「全算入生産費」

という。）は３万２９４３円で、前年度に比べ

０．６％増加した。生体１００kg 当たり全算入生

産費は２万８９４７円で、前年度に比べ０．９％増

加した。
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区 分
肥育豚１頭当たり 生体１００kg当たり

実 数 対前年度増減率 実 数 対前年度増減率
生 産 費 円 ％ 円 ％
物 財 費 ２８，５４０ △ ０．３ ２５，０７９ ０．０
労 働 費 ４，６１０ ８．１ ４，０４９ ８．４
費 用 合 計 ３３，１５０ ０．８ ２９，１２８ １．１
生 産 費 （ 副 産 物 価 額 差 引 ） ３２，１８７ ０．６ ２８，２８３ ０．９
支 払 利 子 ・ 地 代 算 入 生 産 費 ３２，２７０ ０．６ ２８，３５５ ０．９
資本利子・地代全額算入生産費 ３２，９４３ ０．６ ２８，９４７ ０．９

区 分 単位 平成２９年度
３０

対前年度増減率
実 数 構成割合

肥 育 豚 １ 頭 当 た り ％ ％
物 財 費 円 ２８，６１９ ２８，５４０ ８６．１ △ ０．３
うち飼 料 費 〃 ２０，５４１ ２０，４５１ ６１．７ △ ０．４

獣 医 師 料 及 び 医 薬 品 費 〃 ２，１１６ １，９９２ ６．０ △ ５．９
光 熱 水 料 及 び 動 力 費 〃 １，５９２ １，６６１ ５．０ ４．３
建 物 費 〃 １，３９２ １，５１０ ４．６ ８．５

労 働 費 〃 ４，２６５ ４，６１０ １３．９ ８．１
費 用 合 計 〃 ３２，８８４ ３３，１５０ １００．０ ０．８
生産費（副産物価額差引） 〃 ３２，００１ ３２，１８７ － ０．６
支払利子・地代算入生産費 〃 ３２，０８１ ３２，２７０ － ０．６
全 算 入 生 産 費 〃 ３２，７６０ ３２，９４３ － ０．６

生体１００kg当たり全算入生産費 円 ２８，６９８ ２８，９４７ － ０．９
１ 経 営 体 当 た り 販 売 頭 数 頭 １，５８０．８ １，３９９．０ － △ １１．５
１ 頭 当 た り 投 下 労 働 時 間 時 間 ２．７１ ２．９１ － ７．４

図 主要費目の構成割合
（肥育豚１頭当たり）

（表１）平成３０年度肥育豚生産費

（表２）肥育豚生産費

本調査は、２０１５年農林業センサスに基づく農業経営体のうち、世帯による農業経営を行い、養豚一貫経営※で肥
育豚を年間２０頭以上販売した経営体（個別経営）を対象に実施した。
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行政の窓行政の窓

令和２年度 畜産特別支援資金融通事業について

経営改善資金
経営継承資金

一 般 特 認 残高借換

償 還 期 限
大家畜 １５年以内 ２５年以内
養豚 ７年以内 １５年以内

う ち 据 置 期 間 ３年以内 ５年以内
貸 付 利 率 ０．１０％以内

注：残高借換を行うことができるのは令和４年度のみ。

経営再開資金 経営継続資金 経営維持資金

貸付限度額 個人：２，０００万円
法人：８，０００万円

（１頭当たり、１００羽当たり）
乳用牛１３万円、肥育牛１３万円、繁殖用雌牛６．５万円、肥育豚１．３万円、繁殖豚
２．６万円、家きん５．２万円、繁殖用めん羊及び山羊１．３万円

償還期限 ７年以内
うち据置期間 ３年以内

貸付利率 ０．７０％以内

１ 事業の目的
負債の償還に支障を来している経営や家畜伝染病発生により深刻な影響を受けた経営に対す

る低利資金の円滑な融通を支援する。また、多額の資金を必要とする畜産経営の円滑な資金調
達に資するために、動産担保融資が広く利用できる環境整備を支援する。

２ 事業の内容
（１）畜産特別資金（大家畜・養豚特別支援資金）

負債の償還が困難な畜産経営に対し、長期・低利の借換資金を融通するとともに、経営改
善指導及び債務保証に対する支援を行う。
・貸付条件（利率は令和２年２月２０日現在）

・融資枠（平成３０～令和４年度）５００億円（大家畜４５０億円、養豚５０億円）
・融資機関 農協、農協連、農林中央金庫、銀行等

（２）家畜疾病経営維持資金
口蹄疫等の家畜伝染病発生により深刻な影響を受けた畜産経営に対し、経営再開等に必要

な低利資金を融通。
・貸付条件（利率は令和２年２月２０日現在）

・融資枠（平成２９～令和３年度）５０億円
・融資機関 農協、農協連、農林中央金庫、銀行等

（３）畜産動産担保融資活用支援事業
地域、経営規模又は畜種に関わらず、必要に応じて畜産動産担保融資が広く利用できる環

境整備を進めるため、畜産動産担保融資の事例蓄積を継続するとともに、家畜の一般担保化
へ向けた課題検討を行い、検討結果を広く融資機関に周知する。
・事業実施期間 令和２～４年度

３ 事業実施主体 （１）、（２）は（公社）中央畜産会、（３）は民間団体
４ 所要額 ９３９百万円

問い合わせ先 担当課：生産局畜産部畜産企画課
代表：０３―３５０２―８１１１ 内線 ４８９３
担当者：加茂前、吉村

農林水産省生産局畜産部畜産企画課
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（（独独））農農畜畜産産業業振振興興機機構構かかららののおお知知ららせせ

算出の区域 肉用牛１頭当たりの
標準的販売価格

肉用牛１頭当たりの
標準的生産費

肉用牛１頭当たりの
交付金単価（概算払）※ 算出の区域 肉用牛１頭当たりの

標準的販売価格
肉用牛１頭当たりの

標準的生産費
肉用牛１頭当たりの
交付金単価（概算払）※

北海道 １，１４２，７３２ 円 １，１９４，３９６ 円 ４２，４９７．６ 円 石川県 １，２５８，１３８ 円 １，１７９，７２６ 円 －
青森県 １，１３９，０１５ 円 １，１６２，１２８ 円 １６，８０１．７ 円 福井県 １，３１０，８６０ 円 １，１８９，５４４ 円 －
岩手県

（日本短角種を除く） １，１４０，１９０ 円 １，１３２，８０９ 円 －
愛知県 １，１３４，３０８ 円 １，１５６，５８４ 円 １６，０４８．４ 円
鳥取県 １，２３５，０５７ 円 １，２１９，２９７ 円 －

岩手県
（日本短角種） ７６０，４７３ 円 ７６３，４０８ 円 －

島根県 １，１２０，６６５ 円 １，１９９，４４１ 円 ６６，８９８．４ 円
岡山県 １，２２３，０２４ 円 １，１７９，６５９ 円 －

宮城県 １，１７４，１２０ 円 １，１４７，８０４ 円 － 広島県 １，１５１，５３６ 円 １，２０７，７９０ 円 ４６，６２８．６ 円
秋田県 １，１９６，６５０ 円 １，１５９，７１５ 円 － 山口県 １，１５２，７８２ 円 １，２０８，１４６ 円 ４５，８２７．６ 円
福島県 １，１５８，９５３ 円 １，１７８，０９２ 円 １３，２２５．１ 円 香川県 １，２６１，３１６ 円 １，１７５，０７７ 円 －
茨城県 １，１７８，８７６ 円 １，１８０，２６９ 円 － 愛媛県 １，２０１，５４８ 円 １，１５８，５１３ 円 －
栃木県 １，１８０，７６６ 円 １，１５９，９４９ 円 － 福岡県 １，１３１，９９６ 円 １，２０８，８４６ 円 ６５，１６５．０ 円
群馬県 １，１９２，５８８ 円 １，１５１，９４５ 円 － 佐賀県 １，１７０，１４６ 円 １，１９９，６５９ 円 ２２，５６１．７ 円
埼玉県 １，１８０，５４０ 円 １，１４４，３６９ 円 － 長崎県 １，１４８，４２０ 円 １，１８８，９２１ 円 ３２，４５０．９ 円
千葉県 １，１８４，０５７ 円 １，１７０，３９１ 円 － 熊本県 １，１２８，１３３ 円 １，１７０，２４５ 円 ３３，９００．８ 円
神奈川県 １，１８９，９１６ 円 １，１６１，３４２ 円 － 大分県 １，０９５，９５０ 円 １，２０３，９２３ 円 ９３，１７５．７ 円
山梨県 ９９１，４３６ 円 １，１４５，８４３ 円 １３４，９６６．３ 円 宮崎県 １，２０７，０２２ 円 １，１９２，７３４ 円 －
長野県 １，１９３，０９６ 円 １，１７６，９６９ 円 － 鹿児島県 １，１９９，３１２ 円 １，２１９，８３３ 円 １４，４６８．９ 円
静岡県 １，１６７，６２４ 円 １，１８２，３４１ 円 ９，２４５．３ 円 沖縄県 １，０７１，９３８ 円 １，１５０，２２８ 円 ６６，４６１．０ 円
新潟県 １，１９１，０２５ 円 １，１６０，１９１ 円 － 二以上の

都道府県の区域 １，３１７，３２４ 円 １，２３３，９５５ 円 －
富山県 １，２６８，８９１ 円 １，１８６，８９３ 円 －

（表１）肉専用種の交付金単価（概算払）

※肉用牛１頭当たりの交付金単価（概算払）は、肉用牛１頭当たりの標準的生産費と肉用牛１頭当たりの標準的販売
価格との差額に１００分の９０を乗じた額から４，０００円を控除した額

肉用牛肥育経営安定交付金制度（牛マルキン）の交付金単価

［令和２年１月分］
令和２年１月に販売された交付対象牛に適用する畜産経営の安定に関する法律（昭和３６年法律

第１８３号）第３条第１項に規定する交付金について、肉用牛肥育経営安定交付金交付要綱（平成
３０年１２月２６日付け３０農畜機第５２５１号）第４の６の（５）のオの規定および同（５）のカの規定に
より準用する同（１）から（４）までの規定に基づき標準的販売価格および標準的生産費ならび
に交付金単価を表１および表２の通り公表しました。
なお、当該交付対象牛に係る交付金の交付については、概算払いを行います。標準的生産費お

よび交付金単価の確定値については、５月上旬に公表する予定です。

肉用牛１頭当たりの標準的販売価格 肉用牛１頭当たりの標準的生産費 肉用牛１頭当たりの交付金単価（概算払）※
交雑種 ７６４，７２４円 ７５９，９４４円 －
乳用種 ４５３，９６８円 ５０６，５６７円 ４３，３３９．１円

（表２）交雑種・乳用種の交付金単価（概算払）
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